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【喫煙室を設置する場合】

ガイドラインによる施設・設備、空気環境のポイント

禁煙区域 喫煙室

排気装置0.2m/s 以上

屋
外

粉じん濃度：0.15mg/ｍ３以下
CO濃度：10ppm以下

排気するためには排気量と同量の給気が必要です。
　給気がないと排気ができません。そのため喫煙室に煙がこもります。出入口
などから必要な給気を確保しましょう。出入口にドアを設ける場合は、ガラリ
（空気を取り入れるためにドアや壁に設けられた開口部）を設け、給気を確保
しましょう。

喫煙室入り口の気流の風速の測定 喫煙室例（ガラリ付ドア）


